
市政に対する一般質問

浅
田 

二
郎 

議
員

浅
羽
支
所
長
に
課
長
級
職
員

部
長
級
職
員
が
務
め
て
い
た
浅
羽
支

所
長
を
、
今
年
度
か
ら
課
長
級
職
員
が
務

め
る
よ
う
に
な
っ
た
理
由
と
権
限
の
変
更

は
。

命
山
整
備
も
終
了
し
た
こ
と
か

ら
、
課
長
級
職
員
で
対
応
す
る
こ
と

が
可
能
だ
と
判
断
し
た
。
指
揮
監
督

す
る
権
限
は
引
き
継
ぐ
と
と
も
に
、

総
務
部
長
が
支
所
の
現
状
や
課
題
等

に
つ
い
て
全
庁
的
に
情
報
の
共
有
化

を
図
っ
て
い
く
。

支
所
の
役
割
・
機
能
を

果
た
し
て
い
な
い

「
支
所
は
、
事
務
全
般
に
わ
た
り
地

域
的
に
分
掌
す
る
」
と
な
っ
て
い
る
が
、

実
に
不
十
分
で
は
。

各
種
サ
ー
ビ
ス
の
受
付
な
ど
利

便
性
向
上
と
併
せ
、メ
ロ
ー
プ
ラ
ザ
、

命
山
な
ど
地
域
性
の
高
い
業
務
に
も

的
確
に
対
応
す
る
な
ど
、
支
所
機
能

を
果
た
し
て
い
る
。

    

異
常
な
都
市
計
画
税
の
使
い
道

都
市
計
画
税
収
入
の
う
ち
都
市
計
画

事
業
に
充
て
ら
れ
る
額
は
7.5
%
に
過
ぎ
な

い
（
平
成
29
年
度
予
算
）
の
は
な
ぜ
か
。

使
途
に
つ
い
て
は
、
総
務
省
通

知
『
地
方
税
法
の
施
行
に
関
す
る
取

扱
い
に
つ
い
て
』
で
、「
当
該
事
業

の
実
施
の
た
め
借
り
入
れ
た
借
入
金

償
還
費
も
含
ま
れ
る
」
と
解
釈
が
示

さ
れ
て
い
る
の
で
、
公
債
費
へ
の
充

当
も
し
て
い
る
。

木
下 　

正 

議
員

公
共
施
設
等
総
合
管
理
計
画
の

課
題
解
決
法
は

室
内
環
境
等
に
よ
り
老
朽
化
が
加
速

す
る
施
設
の
現
状
に
則
し
た
計
画
の
必
要

性
は
。

計
画
の
策
定
に
は
、
塩
素
を
使

用
し
湿
度
も
高
い
プ
ー
ル
や
、
潮
風

の
影
響
を
受
け
る
施
設
等
、
特
殊
事

由
の
あ
る
施
設
の
特
性
や
立
地
条
件

も
考
慮
し
て
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ

る
と
考
え
て
い
る
。

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
で
の

活
動
の
取
り
組
み
は

一
層
の
充
実
の
た
め
、
運
動
や
囲
碁

な
ど
文
化
的
学
習
の
定
期
的
な
開
催
を
指

導
し
て
い
る
か
。

運
動
や
将
棋
教
室
、
地
域
文
化

の
学
習
、
英
語
遊
び
等
の
活
動
を

行
っ
て
い
る
ク
ラ
ブ
も
あ
り
、
今
後

は
指
導
員
会
議
等
で
の
情
報
交
換
を

促
し
、
一
層
の
充
実
を
図
る
た
め
努

力
し
て
い
く
。

市
道
田
端
８
号
線
整
備
の見通

し
は

駅
南
口
周
辺
に
病
院
等
が
開
業
し

た
。
高
南
地
区
か
ら
徒
歩
で
行
く
道
路
の

安
全
性
や
利
便
性
は
。

当
該
の
道
路
は
幅
員
が
2
m
と

狭
く
、
昨
年
南
町
自
治
会
か
ら
舗
装

と
拡
幅
の
要
望
が
あ
り
、
歩
行
者
等

の
安
全
性
の
確
保
が
課
題
と
な
っ
て

い
る
。
適
切
な
維
持
管
理
と
改
良
、

路
肩
の
補
強
な
ど
検
討
し
て
い
き
た

い
。
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